
         

 

○フェリス女学院役員、評議員の報酬等に関する規程 

 
1993年10月25日制定 

1998年２月26日改正  2004年10月28日改正 

2006年５月25日改正  2008年３月27日改正 

2017年３月17日改正  2020年２月27日改正 

2025年２月27日改正 

   

 （趣旨） 

第１条 この規程は、学校法人フェリス女学院寄附行為（昭和26年２月27日認可）第57条第１項

の規定に基づき、理事、監事及び評議員（以下「役員等」という。）の報酬等について、必要な

事項を定める。 

 （報酬の支給） 

第２条 役員等に対して、次の報酬等を支給する。 

  区分 支給する報酬等 

Ⅰ 理事長、学外理事、監事、評議員会議長 報酬、旅費日当、退任慰労金 

Ⅱ 学外評議員 旅費日当、退任慰労金 

Ⅲ 学内理事、学内評議員 旅費日当 

２ 前項の報酬等に関し、統括管理職は支給対象外とする。 

（報酬の額、支給方法） 

第３条 前条の報酬の金額は、次のとおりとする。 

役職 金額 

理事長 年額240万円 

常務理事 年額180万円 

学外理事（理事長、常務理事以外の者） 年額 30万円 

監事 年額 60万円 

評議員会議長 年額 30万円 

２ 前項に定める報酬は、原則として次のとおり支払うものとする。 

期間 支給日 

７月～12月分 12月末日 

１月～６月分 ６月末日 

備考 １年分を就任後７月から翌年６月までの12か月で支払う。 

３ 役員等が前項の期間の途中において就任又は退任した場合の報酬額は、その月の総日数から

日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割をもって計算し支給する。 

４ 報酬は、法令に基づき、報酬から控除すべき金額があるときには、役員等に支払うべき第１

項に定める報酬の金額から、その金額を控除して支払うものとする。  

（旅費日当） 

第４条 第２条の規定に基づき、役員等には、理事会及び評議員会出席に係る報酬として、旅費



         

日当を支給する。 

２ 旅費日当の金額は、次のとおりとする。 

学外・学内の別 金額 

学外役員、学外評議員 10,000円（手取額） 

学内理事、学内評議員 5,000円（給与上乗せ） 

３ 前項に定める旅費日当は、次のとおり支払うものとする。 

期間 支給日 

６月～11月分 12月末日 

12月～５月分 ６月末日 

４ 前項の定めにかかわらず、任期の満了前に退任した役員等の日当については、第６条の退任

慰労金と合わせて支払うものとする。 

（旅費） 

第５条 学外役員が会議又は業務のために出張した場合は、次の各号に掲げる旅費を支給する。 

(1) 横浜市外への出張に係る交通費 石川町駅又は元町・中華街駅から現地までの実費 

(2) 宿泊費 実費 

２ 前項に定める旅費は、次のとおり支払うものとする。 

期間 支給日 

６月～11月分 12月末日 

12月～５月分 ６月末日 

 （退任慰労金） 

第６条 学外役員及び学外評議員が退任したときは、退任慰労金を支給する。 

２ 前項の規定にかかわらず、理事、監事又は評議員を退任し、評議員、監事又は理事のいずれ

かに就任する場合は、最終的に評議員、監事又は理事を退任したときに退任慰労金を通算して

支給する。 

３  退任慰労金の金額は、次のとおりとする。ただし、特別な事情があるときは、統括管理職会

議の議を経て対応することができる。 

＊上表の区分は、第２条の区分による。 

４ 前項の算出に当たり、１年未満の端数があるときは月割計算とし、１月未満の端数は１月に

切り上げるものとする。 

区分 就任期間 退任慰労金（手取額） 

Ⅰ 

１期４年 

２期以上 

１期４年未満 

60,000円 

１期につき60,000円。ただし、300,000円を上限とする。 

１年につき15,000円 

Ⅱ 

１期４年 

２期以上 

１期４年未満 

30,000円 

60,000円 

１年につき8,000円 



         

５ 退任慰労金は、退任後１か月以内に支払うものとする。 

（端数処理） 

第７条 この規程の定めるところによる報酬等の計算の結果、100円未満の端数が生じたときは、

100円単位に切り上げるものとする。  

（公表） 

第８条 この法人は、この規程をもって、私立学校法（昭和24年法律第270号）第137条第２号及

び第151条第２号に定める報酬等の支給の基準として公表する。 

（規程の改廃） 

第９条 この規程の改廃は、評議員会において意見を聴いた上で、理事会の承認を得て行うもの

とする。 

附 則 

この規程は、1993年10月25日から施行する。 

附 則 

この規程は、1998年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2004年10月28日から施行し、2004年6月1日から適用する。 

附 則 

この規程は、2006年５月25日から施行し、2006年4月1日から適用する。 

附 則 

この規程は、2008年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2017年６月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2020年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、2025年６月12日から施行する。 

２ 2025年度に開催される定時評議員会の終結の時をもって退任する役員等の取扱いについては、

なお従前の例による。 

３ 改正後の第６条第２項の規定にかかわらず、この規程施行後も引き続き役員等に選任される

者についても、前項と同様に退任慰労金を支給する。この場合において、最終的に役員等を退

任するときの退任慰労金の算定に当たり、この規程施行前の期間は就任期間に算入しない。 

 


